
一
頁

森
林
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
整
備
」
の
下
に
「
及
び
保
全
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
の
整
備
」
の
下
に
「
及
び
保
全
」

を
加
え
、
「
、
森
林
整
備
事
業
」
を
「
、
森
林
整
備
保
全
事
業
」
に
改
め
、
「
の
事
業
」
の
下
に
「
並
び
に
森
林
の
造
成
及
び

維
持
に
必
要
な
事
業
」
を
加
え
、
「
森
林
整
備
事
業
計
画
」
を
「
森
林
整
備
保
全
事
業
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
森

林
整
備
事
業
計
画
」
を
「
森
林
整
備
保
全
事
業
計
画
」
に
、
「
森
林
整
備
事
業
の
」
を
「
森
林
整
備
保
全
事
業
の
」
に
改
め
、

同
条
第
七
項
及
び
第
十
一
項
中
「
森
林
整
備
事
業
計
画
」
を
「
森
林
整
備
保
全
事
業
計
画
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
中
「
森
林
整
備
事
業
計
画
」
を
「
森
林
整
備
保
全
事
業
計
画
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
整
備
」
の
下
に
「
及
び
保
全
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
五
項
中
「
森
林
の
整
備
」
の
下
に
「
及
び
保
全
」
を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
第
六
号
を
第
八
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
一
号
の
二
中

「
次
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。



二
頁

二

次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
択
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
を
す
る
場
合

第
三
十
四
条
の
二
の
見
出
し
中
「
間
伐
」
を
「
択
伐
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
間
伐
の
た
め
立
木
を
伐
採
」
を
「
択
伐

に
よ
る
立
木
の
伐
採
（
人
工
植
栽
に
係
る
森
林
の
立
木
の
伐
採
に
限
る
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
」
に
、
「
第
二
号
か

ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
」
を
「
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
八
号
」
に
、
「
間
伐
立
木
材
積
、
間
伐
方
法
」
を
「
伐

採
立
木
材
積
、
伐
採
方
法
」
に
、
「
間
伐
の
届
出
書
」
を
「
択
伐
の
届
出
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
間
伐
立
木
材
積
又

は
間
伐
方
法
」
を
「
伐
採
立
木
材
積
又
は
伐
採
方
法
」
に
、
「
間
伐
の
」
を
「
択
伐
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
間
伐
の

た
め
の
」
を
「
択
伐
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
間
伐
」
を
「
択
伐
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
択
伐
の
届
出
書
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
届
出
に
係
る
立
木
を
伐
採
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

者
が
当
該
森
林
に
係
る
森
林
所
有
者
で
な
い
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
そ
の
旨
を
、
当
該
森
林
所

有
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
三
た
だ
し
書
中
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
加
え
、
同
条
を
第
三
十
四
条
の
四
と

し
、
第
三
十
四
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
保
安
林
に
お
け
る
間
伐
の
届
出
等
）



三
頁

第
三
十
四
条
の
三

保
安
林
に
お
い
て
は
、
当
該
保
安
林
に
係
る
指
定
施
業
要
件
に
定
め
る
立
木
の
伐
採
の
方
法
に
適
合
し
、

か
つ
、
当
該
指
定
施
業
要
件
に
定
め
る
伐
採
の
限
度
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
間
伐
の
た
め
立
木
を
伐
採
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
に
森
林
の
所
在
場
所
、
間
伐
立
木
材
積
、
間
伐
方
法
そ
の
他
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
間
伐
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
間
伐
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
第
二
項
中
「
伐
採
立
木
材
積
又
は
伐
採
方
法
」
と
あ
る
の
は
、
「
間
伐
立
木
材
積
又
は
間
伐
方
法
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
八
条
第
三
項
中
「
第
三
十
四
条
の
三
」
を
「
第
三
十
四
条
の
四
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
対
し
、
当
該
伐
採
跡
地
に
つ
き
、
期
間
、
方
法

及
び
樹
種
を
定
め
て
造
林
に
必
要
な
行
為
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
八
条
中
「
及
び
第
三
十
四
条
の
二
」
を
「
か
ら
第
三
十
四
条
の
三
ま
で
」
に
改
め
る
。



四
頁

第
百
九
十
六
条
の
二
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
、
第
三
十
四
条
の
二
」
を
「
か
ら
第
三
十
四
条
の
三
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条

の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
（
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
、
届
出
書
の
提
出

を
し
な
い
で
択
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
を
し
た
者

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
及
び
第
十
六
条

の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
全
国
森
林
計
画
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
森
林
法
（
以
下
「
新
法

」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
を
そ
の
計
画
期
間
の
始
期
と
す
る
全
国
森
林
計
画
を



五
頁

た
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
全
国
森
林
計
画
は
、
新
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
全
国
森
林
計
画
と
み
な

す
。

（
地
域
森
林
計
画
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

都
道
府
県
知
事
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
新
法
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
こ
の

法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
森
林
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
た
て
ら

れ
て
い
る
地
域
森
林
計
画
（
平
成
十
一
年
四
月
一
日
を
そ
の
計
画
期
間
の
始
期
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
変
更
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
変
更
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
に
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も

の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
を
そ
の
計
画
期
間
の
始
期
と
す
る
地
域
森
林
計
画
を
た
て
る
場
合
に
は
、
旧

法
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
法
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
、
又
は
た
て
ら
れ
た
地
域
森
林
計
画
は
、
新
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
、
又

は
た
て
ら
れ
た
地
域
森
林
計
画
と
み
な
す
。



六
頁

（
国
有
林
の
森
林
計
画
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

森
林
管
理
局
長
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
新
法
第
七
条
の
二
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
こ
の
法
律
の

施
行
の
際
現
に
旧
法
第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
た
て
ら
れ
て
い
る
森
林
計
画
（
平
成
十
一
年
四
月
一
日
を
そ
の
計
画
期
間

の
始
期
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
森
林
計
画
の
変
更
は
、
平

成
十
六
年
四
月
一
日
に
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

森
林
管
理
局
長
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
を
そ
の
計
画
期
間
の
始
期
と
す
る
森
林
計
画
を
た
て
る
場
合
に
は
、
旧
法
第

七
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
法
第
七
条
の
二
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
、
又
は
た
て
ら
れ
た
森
林
計
画
は
、
新
法
第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
、
又

は
た
て
ら
れ
た
森
林
計
画
と
み
な
す
。

（
保
安
林
に
お
け
る
択
伐
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
法
第
三
十
四
条
第
一
項
（
旧
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
の
申
請
で
あ
っ
て
保
安
林
に
お
け
る
択
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
（
人
工
植
栽
に

係
る
森
林
の
立
木
の
伐
採
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
は
、
新
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
（
新
法
第



七
頁

四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
し
た
択
伐
の
届
出
書
の
提
出
と
み

な
す
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
さ
れ
た
旧
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
許
可
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
保
安
林
に
お
け
る
択
伐
に
よ
る
立

木
の
伐
採
は
、
新
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
択
伐
の
届
出
書
を
提
出
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
み
な
す
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
七
条

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
治
山
緊
急
措
置
法
の
廃
止
）

第
八
条

治
山
緊
急
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
二
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
項
中
「
、
治
山
緊
急
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
二
十
一
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う



八
頁

。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
治
山
事
業
七
箇
年
計
画
の
実
施
に
伴
い
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
法
第
二
条
の

」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
法
第
二
条
第
一
項
各
号
」
を
「
次
項
各
号
」
に
、
「
同
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
五
項
第

一
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
治
山
事
業
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
で
、
国
が
施
行
す
る
も
の
及
び
都
道
府
県
又

は
都
道
府
県
知
事
が
施
行
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
国
が
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
も
の
を
い
う
。

一

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
保
安
施
設
事
業

二

地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
地
域

又
は
ぼ
た
山
に
関
し
て
同
法
第
三
条
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
つ
て
指
定
さ
れ
た
地
す
べ
り
防
止
区
域
又
は
ぼ
た
山
崩

壊
防
止
区
域
に
お
け
る
地
す
べ
り
防
止
工
事
又
は
ぼ
た
山
崩
壊
防
止
工
事
に
関
す
る
事
業

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
治
山
事
業
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

一

農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
六
十
九
号

）
又
は
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
災
害
復
旧
事
業



九
頁

二

前
号
の
事
業
の
施
行
の
み
で
は
再
度
災
害
の
防
止
に
十
分
な
効
果
が
期
待
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
こ
れ
と

合
併
し
て
行
う
新
設
又
は
改
良
に
関
す
る
事
業
そ
の
他
同
号
の
事
業
以
外
の
事
業
で
あ
つ
て
、
再
度
災
害
を
防
止
す
る

た
め
、
土
砂
の
崩
壊
等
の
危
険
な
状
況
に
対
処
し
て
特
に
緊
急
に
施
行
す
べ
き
も
の

第
八
条
の
二
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
」
を
削
る
。

附
則
第
十
三
条
第
一
項
中
「
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
」
を
削
る
。

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
の
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
、
第
三
十
四
条
の
二
」
を

「
か
ら
第
三
十
四
条
の
三
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
保
安
林
整
備
臨
時
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

保
安
林
整
備
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
中
「
及
び
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
」
に

改
め
る
。



一
〇
頁

（
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
条
第
二
号
中
「
全
国
森
林
計
画
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
森
林
整
備
保
全
事
業
計
画
」
を
加

え
、
同
条
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

（
森
林
・
林
業
基
本
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

森
林
・
林
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
三
項
中
「
、
治
山
緊
急
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
二
十
一
号
）
」
を
削
る
。

（
森
林
の
保
健
機
能
の
増
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

森
林
の
保
健
機
能
の
増
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
元
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
及
び
第
三
十
四
条
の
三
本
文
」
を
「
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
四
本
文
」
に

改
め
る
。

（
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）



一
一
頁

第
十
五
条

木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
九
条
の
二
中
「
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
の
三
と
し
、

第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
保
安
林
に
お
け
る
択
伐
の
届
出
の
特
例
）

第
九
条
の
二

認
定
事
業
者
が
保
安
林
の
区
域
内
に
お
い
て
認
定
事
業
計
画
に
従
っ
て
択
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
を
す
る
場

合
に
は
、
森
林
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
法
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
六
項
中
「
治
山
緊
急
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
二
十
一
号
）
第
二
条
」
を
「
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
一
条
第
四
項
」
に
、
「
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
治
山
事
業
七
箇
年
計

画
」
を
「
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
森
林
整
備
保
全
事
業
計
画
」
に

改
め
る
。




